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二

投
票
総
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
十
五
票

小
坂
憲
次
君
　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
三
票

江

田
五
月
君
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
二
票

よ
っ
て
、
投
票
の
最
多
数
を
得
ら
れ
ま
し
た
小
坂
憲
次

君
が
会
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。
（
拍
手
）

〔小
坂
憲
次
君
会
長
席
に

着
く
〕

○
会
長
（
小
坂
憲
次
君
）
　
こ
の
際
、
一
言
御
挨
拶
を
さ
せ

て
い

た
だ
き
ま
す
。

た
だ
い

ま
憲
法
審
査
会
の
会
長
に
当
選
を
い
た
し
ま
し

た

小
坂
憲
次
で
ご

ざ
い
ま
す
。

’

本
審
査
会

は
、
日
本
国
憲
法
及
び
日
本
国
憲
法
に
密
接

∨

に
関
連
す
る
基
本
法
制
に
つ
い
て
広
範
か
つ
総
合
的
に
調

査

を
行
い
、
日
本
国
憲
法
の
改
正
案
の
原
案
、
日
本
国
憲

法

に
係
る
改
正
の
発
議
又
は
国
民
投
票
に
関
す
る
法
律
案

等
を
審
査
す
る
た
め
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

審
査
会
の
運
営
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
委
員
の
皆
様
方

の

御
指
導

と
御
協
力
を
い
た
だ
き
、
公
正
か
つ
円
満
に
進

め

て

ま
い
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
を
申

し
上
げ
ま
す
。
（
拍
手
）

○
会
長
（
小
坂
憲
次
君
）
　
た
だ
い
ま
か
ら
幹
事
の
選
任
を

行
い
ま
す
。

本
審
査
会
の
幹
事
の
数
は
九
名
で
す
。

幹
事
の

選
任
に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
長
の
指
名
に
御
一

任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕
、

○
会
長
（
小
坂
憲
次
君
）
　
御
異
議
な
い
と
認
め
ま
す
。

そ
れ
で

は
、
幹
事
に
江
田
五
月
君
、
鈴
木
寛
君
、
中
村

哲
治
君
、
松
井
孝
治
君
、
川
口
順
子
君
、
中
川
雅
治
君
、

西

田
昌
司
君
、
魚
住
裕
一
郎
君
及
び
江
口
克
彦
君
を
指
名

い

た
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
∠

本

日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
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六
分
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